
令和９年度版日進市保健センターガイド広告掲載事業 仕様書 

 

項 目 
内     容 

令和９年度版保健センターガイド 

１ 業務概要 広告取扱い事業者（以下「乙」という。）は、日進市（以下「甲」

という。）が作成する印刷物に広告掲載を希望する広告主を募集

し、広告原稿を甲に提出するとともに、甲に掲載料を納付する。 

２ 広告掲載媒体 ・印刷物 

 「令和９年度版日進市保健センターガイド」 

・印刷予定部数 

 ４７，０００部 

（令和８年度版実績 ４７，０００部） 

・規格（大きさ） 

 Ａ４判冊子 

・発行頻度 

 年１回 

・内容 

 母子健診日程、予防接種情報、がん検診情報、 

市協力医療機関一覧、がん検診等申込みハガキ等 

・配布エリア 

 市内全域 

・配付方法 

① ３月下旬に、市内各世帯に広報誌と同時配布 

（令和８年４月１日４０，９６６世帯） 

② 転入者に窓口で配布 

（令和７年度転入者５，２６１人） 

③ 親子健康手帳（母子健康手帳）交付時に配布 

（令和７年度７７８部） 

④市内公共施設に設置 

⑤電子データを市ホームページに掲載 

 

３ 広告の掲載位置 

  及び掲載枠数 

・掲載位置 裏面（表４）全面 

・掲載枠数 １枠 

４ 広告の規格 ・カラー 

 ４色刷りフルカラー 

・１枠 

 縦２５６ミリメートル×横２００ミリメートル 

５ 広告掲載料 ・納入期限  甲が指定する期日までに一括納入する。 

・還付手続  日進市有料広告掲載に関する要綱第１３条による。 

６ 原稿案及び広告

掲載申込書提出

期限 

令和８年１１月２７日（金） 

７ 原稿提出期限 令和８年１２月１１日（金） 

８ 広告主の資格条件 乙は以下の項目の全てを満たしている広告主を募集すること。 



（１）日進市有料広告掲載に関する要綱及び日進市広告掲載基準

を満たしていること。 

（２）本仕様書「１０ 広告掲載する業種等」の規定を満たしてい

ること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しないこと。 

（４）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９２条の２、第１

４２条、第１６６条、第１６８条、第１８０条の５の規定に該

当しないもの。ただし、地方自治法施行令第１２２条及び第１

３３条に該当する場合を除く。 

９ 乙の責務 

 

（１）広告主からの必要書類の徴収、調整及び連絡を行う。 

（２）上記「８ 広告主の資格条件」について、すべての条件を満

たしていない場合は掲載できない旨、広告主に説明すること。 

（３）広告に関する問合せの対応を行う。 

（４）掲載された広告に関する一切の責任は、乙が負う。 

（５）第三者から、掲載された広告に関して損害賠償を請求された

場合は、乙の責任及び負担において解決する。 

※冊子には、広告に関する問合せ先として、乙の名称、電話番号を

表示する。 

10 広告掲載する 

業種等 

日進市有料広告掲載に関する要綱第３条及び日進市広告掲載基準 

に適合するもの。ただし、次の業種等の広告は掲載しない。 

（１）病院、診療所、助産所、施術所及び医薬品一般販売業。 

（２）墓地・霊園・葬祭生死に関わるもの。 

（３）甲が行う事業との誤解が生ずる内容のもの。 

11 広告の内容 

 

（１）日進市有料広告掲載に関する要綱第３条、日進市広告掲載基

準及び本仕様書に適合したものに限る。 

（２）広告主の名称、所在地、電話番号を表示すること。 

（３）広告内容、色、形状等仕様については、事前に甲と協議する

こと。 

12 その他 広告原稿は電子データとし、甲及び甲が指定する印刷事業者に提

出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



広告サイズのイメージ（文章等については実際の内容と異なる場合があります） 

令和９年度版日進市保健センターガイド 

＜全面広告＞財源確保などのため、広告を掲載しています。内容については直接広告主又は広告取り扱い業者（○○○○

○○○○ 電話番号○○○―○○○―○○○○）へお問い合わせください。 

 

保健センターガイド(令和９年度保存版)日進市健康こども部健康課 令和９年３月発行 

 
200ミリメートル 

2
5
6

ミ
リ
メ
ー
ト
ル 

※広告枠 


